
7 

議案第５６号 

 

 

さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定 

について 

 

 

さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり制定

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号

の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２４条第５項並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条

の２第５項及び第２０４条第３項の規定に基づき、法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁

償に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を

いう。 

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員

をいう。 

（会計年度任用職員の給与） 

第３条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、

給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用

職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。 

２ 給与は、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により

支払うことができる。 

（給料） 

第４条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、さぬき市一般職の職員の

給与に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４６号。以下「給与条例」とい

う。）第４条第１項の規定を準用する。 

（職務の級） 

第５条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難

及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第４条第１項に規

定する給料表（以下「給料表」という。）に定める職務の級に分類するものとし、

その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表による

ものとする。 

２ フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任

命権者（法第６条第１項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第

１６条第２項を除き、以下同じ。）が決定する。 

（号給） 
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第６条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号

給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。 

（給料の支給） 

第７条 給与条例第７条及び第８条の規定は、フルタイム会計年度任用職員につい

て準用する。この場合において、給与条例第８条第４項中「勤務時間条例第３条

第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイ

ム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。 

（初任給調整手当） 

第８条 給与条例第９条の２の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。 

（通勤手当） 

第９条 給与条例第１３条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用す

る。 

（特殊勤務手当） 

第１０条 給与条例第１４条第１項の規定は、フルタイム会計年度任用職員につい

て準用する。 

２ フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支

給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、さぬき市職員の特殊勤務手

当に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４７号。以下「特殊勤務手当条例」

という。）の定めるところによる。 

（時間外勤務手当） 

第１１条 給与条例第１５条第１項、第３項及び第４項の規定は、フルタイム会計

年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

第１５条第１

項 

正規の勤務時間を超

えて勤務することを

命ぜられた職員 

当該フルタイム会計年度任用職員に

ついて定められた勤務時間（以下こ

の条において「正規の勤務時間」と

いう。）を超えて勤務することを命

ぜられたフルタイム会計年度任用職

員 
 

第１５条第３

項 

勤務時間条例第５条

の規定により、あら

かじめ勤務時間条例

第３条第２項又は第

当該フルタイム会計年度任用職員に

ついてあらかじめ割り振られた 

１週間の正規の勤務時間 
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４条の規定により割

り振られた１週間の

勤務時間 
 

第１５条第４

項 

勤務時間条例第３条

第１項、第４条及び

第５条の規定に基づ

く週休日 

当該フルタイム会計年度任用職員に

ついて定められた週休日 

（休日勤務手当） 

第１２条 給与条例第１６条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１６条 勤務時間条例第１０

条に規定する祝日法

による休日（ 

さぬき市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成１４年さぬき市条

例第３４号。以下この条において

「勤務時間条例」という。）第１０

条に規定する祝日法による休日（ 

勤務時間条例第１１

条第１項の規定によ

り代休日 

代休日 

勤務時間条例第３条

第１項又は第４条の

規定に基づき毎日曜

日 

毎日曜日 

勤務時間条例第４条

及び第５条の規定に

基づく週休日 

当該フルタイム会計年度任用職員に

ついて定められた週休日 

において、正規の勤

務時間 

において、当該フルタイム会計年度

任用職員について定められた勤務時

間（以下この条において「正規の勤

務時間」という。） 

（夜間勤務手当） 

第１３条 給与条例第１７条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタ

イム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。 

（宿日直手当） 
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第１４条 給与条例第２０条第１項の規定は、フルタイム会計年度任用職員につい

て準用する。 

２ 前項において準用する給与条例第２０条第１項の勤務は、第１１条において準

用する給与条例第１５条、第１２条において準用する給与条例第１６条及び前条

において準用する給与条例第１７条の勤務には含まれないものとする。 

（端数計算） 

第１５条 第１７条に規定する勤務１時間当たりの給与額並びに第１１条において

準用する給与条例第１５条、第１２条において準用する給与条例第１６条及び第

１３条において準用する給与条例第１７条の規定により勤務１時間につき支給す

る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、

当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未

満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当） 

第１６条 給与条例第２４条から第２６条までの規定は、任期が６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。 

２ 任期が６月に満たないフルタイム会計年度任用職員の１会計年度内における会

計年度任用職員としての任期の合計が６月以上に至ったとき（任命権者（法第６

条第１項に規定する任命権者をいう。）を同じくする場合に限る。次項並びに第

２５条第２項及び第３項において同じ。）は、当該フルタイム会計年度任用職員

は、当該会計年度において、前項の任期が６月以上のフルタイム会計年度任用職

員とみなす。 

３ ６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用

職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用され

た者の任期（６月未満のものに限る。）と前会計年度における任期（前会計年度

の末日を含む期間の任用に係るものに限る。）との合計が６月以上に至ったとき

は、第１項の任期が６月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第１７条 第１１条において準用する給与条例第１５条、第１２条において準用す

る給与条例第１６条及び第１３条において準用する給与条例第１７条並びに次条

に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当（手当の

額が月額をもって定められているものに限る。）の月額の合計額に１２を乗じ、

その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤

務時間に５２を乗じたものから規則で定めるものを減じたもので除して得た額と

する。 

（フルタイム会計年度任用職員の給与の減額） 

第１８条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないとき
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は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）による休日（以下

「祝日法による休日」という。）（代休日を指定されて、当該休日に割り振られ

た勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日

に代わる代休日）又は１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による

休日を除く。以下「年末年始の休日」という。）（代休日を指定されて、当該休

日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっ

ては、当該休日に代わる代休日）である場合、有給の休暇による場合その他任命

権者が定める場合を除き、その勤務しない１時間につき、前条に規定する勤務１

時間当たりの給与額を減額する。 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第１９条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準

月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの

勤務時間をさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１４年さぬき市

条例第３４号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額。以下この条において同じ。）とする。 

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を

２１で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた

１日当たりの勤務時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た額とする。 

３ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額

を１６２．７５で除して得た額とする。 

４ 前３項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任

用職員の１週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第２条第１項に規定する

勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上

必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第４条から第６条まで及び第８

条の規定を適用して得た額とする。 

（特殊勤務に係る報酬） 

第２０条 特殊勤務手当条例別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパー

トタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を

特殊勤務に係る報酬として支給する。 

（時間外勤務に係る報酬） 

第２１条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間（以下

「正規の勤務時間」という。）以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタ

イム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時

間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。 

２ 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２７条に
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規定する勤務１時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げ

る勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範

囲内で規則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間で

ある場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額とする。

ただし、パートタイム会計年度任用職員が第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間

以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規

の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に

規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１００（その勤務が午後１０時

から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１２５）を乗じて得た額

とする。 

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により休日勤務に係る報酬が

支給されることとなる日を除く。）における勤務 

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 

３ 前２項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた１

週間の正規の勤務時間（以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」

という。）を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に

は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（次条の規定により

休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。）に対して、勤務１時

間につき、第２７条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の２５から

１００分の５０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に

係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更

前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の

正規の勤務時間との合計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務については、

この限りでない。 

４ 次に掲げる時間の合計が１か月について６０時間を超えたパートタイム会計年

度任用職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、前３項の規定

にかかわらず、勤務１時間につき、第２７条に規定する勤務１時間当たりの報酬

額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を

時間外勤務に係る報酬として支給する。 

(1) 第１項の勤務の時間 １００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合は、１００分の１７５） 

(2) 前項の勤務（同項ただし書の勤務を除く。）の時間（次条の規定により休日

勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。） １００分の５０ 

（休日勤務に係る報酬） 

第２２条 祝日法による休日（代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務

時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代
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わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。）及び年末年始の休日（代休

日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイ

ム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休

日等」という。）において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパー

トタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し

て、休日勤務に係る報酬を支給する。 

２ 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２７条に規

定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１２５から１００分の１５０まで

の範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

（夜間勤務に係る報酬） 

第２３条 正規の勤務時間として、午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務

することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全

時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。 

２ 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき第２７条に規定

する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の２５を乗じて得た額とする。 

（報酬の端数計算） 

第２４条 第２７条に規定する勤務１時間当たりの報酬額及び前３条の規定により

勤務１時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、５０銭

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じた

ときはこれを１円に切り上げるものとする。 

（パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当） 

第２５条 給与条例第２４条から第２６条までの規定は、任期が６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で

定める者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合にお

いて、給与条例第２４条第４項中「それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき

給料（育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額）及び

扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、

「それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間に

おける報酬（フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を

除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 任期が６月に満たないパートタイム会計年度任用職員の１会計年度内における

会計年度任用職員としての任期の合計が６月以上に至ったときは、当該パートタ

イム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が６月以上のパー

トタイム会計年度任用職員とみなす。 
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３ ６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用

職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用さ

れた者の任期（６月未満のものに限る。）と前会計年度における任期（前会計年

度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。）との合計が６月以上に至ったと

きは、第１項の任期が６月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。 

（報酬の支給） 

第２６条 報酬は、月の１日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支

給する。 

２ 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対し

ては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。 

３ 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該

パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。 

４ 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の１日から支給するとき以

外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月

の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日

数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（勤務１時間当たりの報酬額の算出） 

第２７条 第２１条から第２３条まで及び次条に規定する勤務１時間当たりの報酬

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 月額による報酬 第１９条第１項の規定により計算して得た額に１２を乗じ

て得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当た

りの勤務時間に５２を乗じたものから規則で定めるものを減じたもので除して

得た額 

(2) 日額による報酬 第１９条第２項の規定により計算して得た額を当該パート

タイム会計年度任用職員について定められた１日当たりの勤務時間で除して得

た額 

(3) 時間額による報酬 第１９条第３項の規定により計算して得た額 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額） 

第２８条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規

の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等で

ある場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務

しない１時間につき、前条第１号に規定する勤務１時間当たりの報酬額を減額す

る。 

２ 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務

時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合
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を除き、その勤務しない１時間につき、前条第２号に規定する勤務１時間当たり

の報酬額を減額する。 

（通勤に係る費用弁償） 

第２９条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第１３条第１項各号に定める

通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。 

２ 通勤に係る費用弁償の額（その支給の単位となる一定の期間における通勤の回

数が少ない者についての減額の措置を含む。）、支給日及び返納については、常

時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、日額又は時間額で報酬を定

めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定

める。 

（公務のための旅行に係る費用弁償） 

第３０条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担す

るときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。 

２ 旅行に係る費用弁償の額は、さぬき市職員等の旅費に関する条例（平成１４年

さぬき市条例第４８号）の規定の適用を受ける職員の例による。 

（市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与） 

第３１条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要

と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員

との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。 

（休職者の給与） 

第３２条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。 

（委任） 

第３３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （令和４年３月３１日までの間における期末手当に関する特例） 

２ 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間における第１６条第１項及

び第２５条第１項において準用する給与条例第２４条第２項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１３０」とあるのは、「１００分の６５」とする。 

３ 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間における第１６条第１項及

び第２５条第１項において準用する給与条例第２４条第２項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１３０」とあるのは、「１００分の９７．５」とする。 

別表（第５条関係） 

等級別基準職務表 

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表 
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職務の級 基準となる職務 

１級 定型的又は補助的な業務を行う職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

(2) 医療職給料表(1) 等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 医師の職務 

２級 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師の職務 

 (3) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 
診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士又は作業療法士の

職務 

２級 
高度の知識又は経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技

師、理学療法士又は作業療法士の職務 

 (4) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 准看護師の職務 

２級 看護師の職務 
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議案第５７号 

 

 

さぬき市預かり保育料徴収条例の制定について 

 

 

さぬき市預かり保育料徴収条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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  さぬき市預かり保育料徴収条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、さぬき市立幼稚園及びさぬき市立幼保連携型認定こども園

（以下「幼稚園等」という。）において実施する預かり保育（児童福祉法施行規

則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３５第１項第２号に規定する幼稚

園型一時預かり保育事業をいう。以下「預かり保育」という。）の利用料（以下

「預かり保育料」という。）の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

（預かり保育料の徴収） 

第２条 市長は、預かり保育を利用する子どもの保護者から、次の各号に掲げる時

間帯における利用に応じ、当該各号に定める額の預かり保育料を徴収する。 

(1) 教育時間終了後から午後６時まで 日額３００円 

(2) 預かり保育を実施する幼稚園等の休業日（振り替えて教育課程に係る教育活

動を行う日を除く。）の午前８時３０から午後６時まで 日額６００円 

(3) 午前７時３０分から午前８時３０分まで 日額１００円 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の預かり保育料の額は、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 同一世帯から２人以上の子どもが預かり保育を利用する場合（次号の場合を

除く。） 

 ア ２人目 前項各号に定める額の半額 

  イ ３人目以降 ０円 

(2) 預かり保育を利用する子どもが子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第３０条の４第２号に該当する場合 ０円 

（預かり保育料の減免） 

第３条 市長は、特に必要があると認めるときは、預かり保育料を減額し、又は免

除することができる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、預かり保育料の徴収に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （さぬき市立幼稚園授業料等徴収条例の廃止） 

２ さぬき市立幼稚園授業料等徴収条例（平成１４年さぬき市条例第７３号）は、

廃止する。 

 （経過措置） 
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３ この条例の施行の日前に実施された預かり保育に係る預かり保育料の徴収につ

いては、なお従前の例による。 
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議案第５８号 

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例 

 

(さぬき市交通指導員設置条例の一部改正) 

第１条 さぬき市交通指導員設置条例（平成１４年さぬき市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条中「、市長の命を受け」を削る。 

  第４条の見出しを「（委嘱）」に改め、同条中「任命する」を「委嘱する」に

改める。 

  第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条から第１０条までを２

条ずつ繰り上げ、第１１条を削り、第１２条を第９条とする。 

（さぬき市職員定数条例の一部改正） 

第２条 さぬき市職員定数条例（平成１４年さぬき市条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１条中「臨時的任用職員」の次に「（臨時の職に関する場合において臨時的

に任用される職員に限る。）」を加える。 

（さぬき市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第３条 さぬき市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年さぬき

市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「占める職員」の次に「及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる

職員」を加える。 

（さぬき市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正） 

第４条 さぬき市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例（平成１４年さ

ぬき市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に次の 1 項を加える。 

 ４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の

適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは、「法第２２条

の２第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

（さぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第５条 さぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１５年さぬき

市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第３号及び第１０条第３号中「第２２条第１項に規定する条件附

採用」を「第２２条に規定する条件付採用」に改める。 

  第１２条中「刑法」の次に「（明治４０年法律第４５号）」を加える。 

（さぬき市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第６条 さぬき市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１４年さぬき市条
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例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「６箇月」を「６か月」に改め、「月額」の次に「（地方公務員法第

２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、さぬき市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例（令和元年さぬき市条例第○号）第１９条第１項

から第３項までに規定する報酬の額）」を加える。 

第４条第１項中「６箇月」を「６か月」に改める。 

（さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第７条 さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１４年さぬき市条例

第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第１９条を次のように改める。 

  （会計年度任用職員の勤務時間、休暇等） 

第１９条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の勤務

時間、休暇等については、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務

の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。 

（さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第８条 さぬき市職員の育児休業等に関する条例（平成１４年さぬき市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「育児休業をしている職員」の次に「（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（次条に

おいて「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を加える。 

  第８条中「育児休業をした職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」を

加える。 

  第１７条第２号中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削る。 

（さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

第９条 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１４年さぬき市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

区分 報酬の額 

教育委員会委員 月額 ４０，０００円 

選挙管理委員会 
委員長 月額 ３０，０００円 

委員 月額 ２０，０００円 
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監査委員 

識見を有する者のうちから

選任された委員 
月額 １４０，０００円 

議員のうちから選任された

委員 
月額 ３０，０００円 

農業委員会 

会長 
基本給 月額 ３１，５００円 

能率給 時間額 １，０００円 

会長職務代理者 
基本給 月額 ２４，５００円 

能率給 時間額 １，０００円 

委員 
基本給 月額 ２１，０００円 

能率給 時間額 １，０００円 

農地利用最適化推進委員 
基本給 月額 １６，０００円 

能率給 時間額 １，０００円 

固定資産評価審査

委員会 

委員長 日額 ９，０００円 

委員 日額 ８，０００円 

選挙長 １回 １１，０００円 

投票管理者 １回 １３，０００円 

期日前投票管理者 日額 １２，０００円 

開票管理者 １回 １１，０００円 

不在者投票管理者 日額 １３，０００円 

投票立会人 １回 １１，０００円 

期日前投票立会人 日額 １０，０００円 

開票立会人 １回 ９，０００円 

選挙立会人 １回 ９，０００円 

情報公開・個人情報保護審査会の委員 日額 ８，０００円 

行政不服審査会の委員 日額 ８，０００円 

行政改革推進委員会の委員 日額 ８，０００円 

学校給食共同調理場運営委員会の委員 日額 ８，０００円 

歴史民俗資料館協議会の委員 日額 ８，０００円 

コミュニティ放送番組審議会の委員 日額 ８，０００円 

各種統計調査員 日額 ８，０００円 

心身障害児就学指導委員会の委員 日額 ８，０００円 

少年育成センター運営委員会の委員 日額 ８，０００円 

公民館運営審議会の委員 日額 ８，０００円 

社会教育委員 日額 ８，０００円 

スポーツ推進委員 年額 ３０，０００円 
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文化財保護審議会の委員 日額 ８，０００円 

図書館協議会の委員 日額 ８，０００円 

B＆G 海洋センター運営協議会の委員 日額 ８，０００円 

学校評議員 年額 １０，０００円 

中小企業等振興審議会の委員 日額 ８，０００円 

特別職報酬等審議会の委員 日額 ８，０００円 

国民健康保険運営協議会の委員 日額 ８，０００円 

民生委員推薦会の委員 日額 ８，０００円 

病院事業運営審議会の委員 日額 ８，０００円 

児童館運営委員会の委員 日額 ８，０００円 

構造改善センター運営委員会の委員 日額 ８，０００円 

野外音楽広場管理運営委員会の委員 日額 ８，０００円 

都市計画審議会の委員 日額 ８，０００円 

人権擁護審議会の委員 日額 ８，０００円 

隣保館運営審議会の委員 日額 ８，０００円 

働く婦人の家運営委員会の委員 日額 ８，０００円 

防災会議の委員 日額 ８，０００円 

国民保護協議会の委員 日額 ８，０００円 

文化資料展示館運営協議会の委員 日額 ８，０００円 

予防接種健康被害調査委員会の委員 日額 ８，０００円 

福祉事務所の嘱託医 月額 ６６，０００円 

総合計画審議会の委員 日額 ８，０００円 

指定管理者選定審議会の委員 日額 ８，０００円 

指定管理者評価委員会の委員 日額 ８，０００円 

行政評価委員会の委員 日額 ８，０００円 

障害支援区分審査会の委員 日額 ８，０００円 

職員倫理審査会の委員 日額 ８，０００円 

男女共同参画推進協議会の委員 日額 ８，０００円 

子ども・子育て会議の委員 日額 ８，０００円 

上記以外の特別職の職員で非常勤のもの 
勤務内容に基づき任命権者と市

長との協議により定める額 

備考 

１ 報酬を日額で定める委員会、審議会等の委員で、その勤務が４時間に満

たない場合の報酬の額は、当該日額の半額とする。ただし、市長が特に日

額を支給する必要があると認めた場合は、この限りでない。 
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２ 農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員

の報酬のうち、能率給は、農地等の集積・集約化、耕作放棄地の発生防

止・解消等に係る現場活動を実施した時間に応じて支給する。 

（さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１０条 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例（平成１４年さぬき市条例第

４６号）の一部を次のように改正する。 

  第２９条を次のように改める。 

  （会計年度任用職員の給与） 

第２９条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給与

については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その

職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。 

（さぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１１条 さぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１４年さぬき市条例第

４７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第１４条第２項」の次に「及びさぬき市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例（令和元年さぬき市条例第○号）第１０条」を加える。 

（さぬき市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第１２条 さぬき市職員等の旅費に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１号中「規定する職員」の次に「（非常勤職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除

く。）」を加え、同項第４号中「すべて」を「全て」に改める。 

  第３条第３項中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削り、「同項」を「前項」

に改める。 

  第２３条第２項中「第１項」を「前項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第５９号 

 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４

６号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」

を削る。 

第２５条第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」

を削り、同条第３号及び第４号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第２６条第１項第１号及び第４項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第２７条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失

職し」を削る。 

第３０条第６項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削り、「第２４条第１項の」を「同項の」

に、「当該各項の」を「それぞれ第２項又は第３項の」に改める。 

（さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２２年さ

ぬき市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第２号中「（同法第１６

条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削り、同項第３号及び第４号中

「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第１８条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

（さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 さぬき市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年さぬき市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４条の２０

第１項第３号」に改める。 
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（さぬき市下水道条例の一部改正） 

第４条 さぬき市下水道条例（平成１４年さぬき市条例第１８４号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条第１項第４号アを次のように改める。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの 

第１２条第２項第１号を次のように改める。 

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの 

（さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第５条 さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例（平成

１４年さぬき市条例第１９７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号を削り、同条第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に、「終わるまでの者」

を「終わるまで」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号中「免職」を「懲

戒免職」に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とする。 

第５条第２項第１号中「前条第３号を除く各号」を「前条第１号又は第３号」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。ただし、第３条の改正規定

は、公布の日から施行する。 

（さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）第４４条の規

定による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）（以下「旧地方公

務員法」という。）第１６条第１号に該当して旧地方公務員法第２８条第４項の

規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後

のさぬき市一般職の職員の給与に関する条例第２４条第１項及び第４項、第２５

条第２号（同条例第２７条第５項及び第３０条第７項において準用する場合を含

む。）、第２７条第１項及び第２項第１号並びに第３０条第６項の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 

（さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

３ この条例の施行の日前に旧地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８

条第４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給について

は、改正後のさぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第１７条

第１項及び第２項第２号（同条例第１８条第２項において準用する場合を含む。）
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並びに第１８条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（さぬき市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさぬき市下水道条例の規定に

基づきなされた処分その他の行為により生じた効力については、改正後のさぬき

市下水道条例第８条第１項第４号ア（同条例第６条第４項において準用する場合

を含む。）及び第１２条第２項第１号（同条例第１０条第４項において準用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

に伴う経過措置） 

５ この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさぬき市消防団員の定員の管

理、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づきなされた処分その他の行為

により生じた効力については、改正後のさぬき市消防団員の定員の管理、任免、

給与、服務等に関する条例第４条各号及び第５条第２項第１号の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 
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議案第６０号 

 

 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について 

 

 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例 

 

 （さぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例の

一部改正） 

第１条 さぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条

例（平成２７年さぬき市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「（以下「利用者負担額」という。）」を削る。 

  第２条を次のように改める。 

（利用者負担額） 

第２条 利用者負担額（法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９

条第３項第２号及び第３０条第２項各号並びに法附則第９条第１項各号に規定

する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所

得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。）は、次の各号に

掲げる教育・保育給付認定子ども（法第２０条第４項に規定する教育・保育給

付認定子どもをいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 法第１９条第１項第１号に該当する教育・保育給付認定子ども ０円 

(2) 法第１９条第１項第２号に該当する教育・保育給付認定子ども（満３歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間にある教育・保育給付認定子ども

（法第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号

において「特定満３歳以上保育認定子ども」という。）を除く。） ０円 

(3) 法第１９条第１項第３号に該当する教育・保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを含む。） 月額５３，０００円を限度として規則で定め

る額 

（さぬき市幼保連携型認定こども園条例の一部改正） 

第２条 さぬき市幼保連携型認定こども園条例（平成３０年さぬき市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 

第３条の見出しを「（保育料の徴収）」に改め、同条中「こども園の」を「前

項の」に、「第２条第１項」を「第２条」に、「額とし、こども園に在籍する子

どもの保護者又は扶養義務者から徴収する」を「利用者負担額に相当する額とす

る」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

市長は、こども園に入園している子ども（児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２４条第５項又は第６項の規定により入園している子どもを除く。）

の保護者（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第４条

第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

である者に限る。）から保育料を徴収する。 
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第３条に次の１項を加える。 

３ 第１項に規定する保護者が他の市町村から子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定を受けている

場合における第１項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が

定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。 

第５条を第６条とする。 

第４条の見出し中「保育料」を「保育料等」に改め、同条中「市長は、」を

「他の法令等に定めるもののほか、市長が」に、「前条の保育料」を「第３条の

保育料及び給食費」に改め、同条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

（給食費の徴収） 

第４条 市長は、子ども・子育て支援法第１９条第１項第１号又は第２号に該当

する子どもでこども園において食事の提供を受けるものの保護者から、当該食

事の食材料費（以下「給食費」という。）として規則で定める額を徴収する。 

（さぬき市保育所条例の一部改正） 

第３条 さぬき市保育所条例（平成１４年さぬき市条例第１０８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１条中「さぬき市」を「同法第３９条第１項に規定する」に改める。 

第３条第１項中「法第５６条第２項の規定に基づき、保育所を利用する支給認

定子ども（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第４項に

規定する支給認定子どもをいう。）の保護者又は扶養義務者」を「保育所に入所

している子ども（法第２４条第５項又は第６項の規定により入所している子ども

を除く。）の保護者（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）

第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者である者に限る。）」に改め、同条第２項中「第２条第１項に規定する」を

「第２条の規定による利用者負担額に相当する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

３ 第１項に規定する保護者が他の市町村から子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定を受けている

場合における第１項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が

定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。 

第５条を第６条とする。 

第４条の見出し中「保育料」を「保育料等」に改め、同条中「市長は、」を

「他の法令等に定めるもののほか、市長が」に、「保育料」を「第３条の保育料

及び給食費」に改め、同条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

（給食費の徴収） 

第４条 市長は、子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号に該当する子ども
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で保育所において食事の提供を受けるものの保護者から、当該食事の食材料費

（以下「給食費」という。）として規則で定める額を徴収する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の第１条の規定による改正後のさぬき市子どものための教育・保育給

付に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行わ

れる教育又は保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育又

は保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。 

３ この条例の第２条の規定による改正後のさぬき市幼保連携型認定こども園条例

第３条から第５条までの規定は、この条例の施行の日以後にさぬき市立幼保連携

型認定こども園（以下この項において「こども園」という。）において行われる

教育又は保育に係る保育料及び提供される食事の食材料費について適用し、同日

前にこども園において行われた教育又は保育に係る保育料及び提供された食事の

食材料費については、なお従前の例による。 

４ この条例の第３条の規定による改正後のさぬき市保育所条例第３条から第５条

までの規定は、この条例の施行の日以後にさぬき市立保育所（以下この項におい

て「保育所」という。）において行われる保育に係る保育料及び提供される食事

の食材料費について適用し、同日前に保育所において行われた保育に係る保育料

及び提供された食事の食材料費については、なお従前の例による。 
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議案第６１号 

 

 

さぬき市印鑑条例の一部改正について 

 

 

さぬき市印鑑条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求め

る。 

 

 

令和元年９月５日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市印鑑条例（平成１４年さぬき市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項中「本市の」を「本市に備える」に改める。 

第５条第１項第１号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４

２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。

以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第

３０条の２６第１項」を「令第３０条の１６第１項」に改め、「又は氏名」の次に

「、旧氏」を加え、同項第２号中「氏名」の次に「、旧氏」を加える。 

第６条第３号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記

録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」を加え、「、氏名及び通称」を

「氏名及び当該通称」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク（これに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同

じ。）をもって調製することができる。 

第７条第１項中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１１条第１項第３号中「、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住

民票に記録されている旧氏を含む。）」を加える。 

第１２条第１項中「写し」の次に「（印鑑登録原票に登録されている印影を光学

画像読取装置（これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる

機器を含む。）により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターか

らの打出しを含む。）」を加え、同項第１号中「氏名（」の次に「氏に変更があっ

た者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」を

加え、「、氏名及び通称」を「氏名及び当該通称」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 
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議案第６２号 

 

 

さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部改正について 

 

 

さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年さぬき市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１０号中

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第１１号中「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条中第２４号を第２９

号とし、第１８号から第２３号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１７号中「市」を

「市町村（特別区を含む。以下同じ。）」に、「特定教育・保育又は特定地域型保

育」を「特定・教育保育（特別利用保育及び特別利用教育を含む。次条第１項及び

第２項において同じ。）又は特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地

域型保育を含む。同条第１項及び第２項において同じ。）」に、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同号を同条第２２号とし、同条中第１６

号を第２１号とし、第１５号を第２０号とし、同条第１４号中「第１４条第１項」

を「第７条第１０項第５号」に改め、同号を同条第１９号とし、同条第１３号中

「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改め、同号を同条

第１８号とし、同条中第１２号を第１７号とし、第１１号の次に次の５号を加える。 

(12) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平

成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項に規定する満３

歳以上教育・保育給付認定子どもという。 

(13) 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する特定満

３歳以上保育認定子どもをいう。 

(14) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認

定子どもをいう。 

(15) 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所

得割合算額をいう。 

(16) 負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子ど

もをいう。 

第３条第１項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的

負担の軽減について適切に配慮された内容」に改め、同条第３項中「県、市」を

「都道府県、市町村」に改める。 

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用

者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 

第６条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３
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項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定に基づき」

を「教育・保育給付認定に基づき」に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改める。 

第７条第１項中「市」を「市町村」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「同法附則第７３条第１項」を「同法第７３条

第１項」に、「市」を「市町村」に改める。 

第８条中「支給認定保護者」を「必要に応じて、教育・保育給付認定保護者」に

改め、「支給認定証」の次に「（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を

受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府

令第４４号）第７条第２項の規定による通知）」を加え、「支給認定の有無、支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ども」に、

「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。 

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、

同条第２項中「支給認定の変更」を「教育・保育給付認定の変更」に、「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・

保育給付認定の有効期間」に改める。 

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。 

第１３条第１項中「（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条、次条

及び第１９条において同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」に、「法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が特別利

用保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する市が定める額

とし、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市が定める額

とする。）」を「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につ

いての法第２７条第３項第２号に掲げる額」に改め、同条第２項中「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（その額が現に当該特定教育・保

育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）をい

い、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８条

第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その

額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に

要した費用の額）を、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定す

る内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用

教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）」を

削り、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、



40 

同条第４項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同項第３号中「に要する費用（法第１９条第１項第３号に掲げる小学

校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第２号に掲げる小学

校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）」を「（次に掲げるも

のを除く。）に要する費用」に改め、同号に次のように加える。 

ア 次の（ｱ）又は（ｲ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ（ｱ）又は（ｲ）に

定める金額未満であるものに対する副食の提供 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども ７７，１０１円 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ（ｲ）に

おいて同じ。） ５７，７００円（令第４条第２項第６号に規定する特定

教育・保育給付認定保護者にあっては、７７，１０１円） 

イ 次の（ｱ）又は（ｲ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在

籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上

いる場合にそれぞれ（ｱ）又は（ｲ）に定める者に該当するものに対する副食

の提供（アに該当するものを除く。） 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子

ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番

目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

第１３条第４項第５号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改める。 

第１３条第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

第１４条の見出し中「施設型給付費等」を「施設型給付費」に改め、同条第１項

中「に規定する施設型給付費をいい、法第２８条第１項に規定する特例施設型給付

費を含む」を「の施設型給付費をいう」に、「及び第１９条」を「、第１９条及び

第３６条第３項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、
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同条第２項中「特定教育・保育を提供したことを証する書類」を「特定教育・保育

提供証明書」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給

認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保

育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給

認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者」に改める。 

第１９条の見出しを「（教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知）」

に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者」に、「市」を「市町村」に改める。 

第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第１

３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

第２１条第１項及び第２項ただし書、第２４条の見出し並びに同条から第２６条

までの規定中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、

「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者」に改める。 

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第２９条第１項中「（法第７条第４項に規定する教育・保育施設をいう。次項に

おいて同じ。）」及び「（同条第５項に規定する地域型保育をいう。次項及び第３

９条第４項において同じ。）」を削る。 

第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該

教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子

ども等」に改め、同条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給

付認定子ども等」に改め、同条第５項中「当該」を削る。 

第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。 

第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同項第２号中「に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規定

による特定教育・保育の提供」に改め、同項第３号中「に規定する市」を「の規定

による市町村」に改め、同項第４号及び第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 
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第３５条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「利用定員

の数」を「利用定員の総数」に改め、同条第３項中「を含む」を「を、施設型給付

費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３

項において同じ。）を、それぞれ含む」に、「この章」を「前節」に、「支給認定

子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「とする」を「と、第１３条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」と

する」に改める。 

第３６条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「利用定員

の数」を「利用定員の総数」に改め、同条第３項中「を含む」を「を、施設型給付

費には特例施設型給付費を、それぞれ含む」に、「この章」を「前節」に、「支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、「同項第１号」の次に「又

は第２号」を加え、「第１３条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校

就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る」とあるのは「除く」とする」

を「「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同項

第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」と

する」に改める。 

第３７条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、その」を「（事業所内

保育事業を除く。）の」に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保育事業にあって

は」に改め、「とし」を削り、「さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年さぬき市条例第１９号。以下「家庭的保育事業等

基準条例」という。）第２８条」を「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第２７条」に改め、「A 型をいう」の次に

「。第４２条第３項第１号において同じ」を加え、「同条例第３１条」を「同省令

第２７条」に改め、「B 型をいう」の次に「。同号において同じ」を加え、「、そ

の利用定員の数を」を削り、「同条例第３３条」を「同条」に改め、同条第２項中
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「家庭的保育事業等基準条例」を「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」

に改める。 

第３８条第１項中「第４２条」を「第４２条第１項」に、「、名称、」を「及び

名称、当該連携施設が行う」に、「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を

受ける費用に関する事項」に改める。 

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章

において同じ。）」に、「支給認定に基づき」を「教育・保育給付認定に基づき」

に、「支給認定子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第３項

中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支

給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「第４２条」を「第４２条第

１項」に改める。 

第４０条第１項中「市」を「市町村」に改め、同条第２項中「法第１９条第１項

第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保

育認定子ども」に、「同法附則第７３条第１項」を「同法第７３条第１項」に、

「市」を「市町村」に改める。 

第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４２条第１項中「この項」の次に「から第５項まで」を加え、同項第１号中

「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第２号中「をい

う」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同項第３号中「支給認定子ども」

を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」

に改め、同項を同条第９項とし、同項の前に次の１項を加える。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項第

２号に規定する事業を行う者であって、市長が適当と認めるもの（附則第５項に

おいて「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１項本文

の規定にかかわらず、連携施設を確保しないことができる。 

第４２条第３項中「を行う者であって、第３７条第２項の規定により定める利用

定員が２０人以上のもの」を「（第３７条第２項の規定により定める利用定員が２

０人以上の者に限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行

う者」に改め、同項を同条第７項とし、同条第２項中「家庭的保育事業等基準条例」

を「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」に改め、「、前項本文の規定

にかかわらず」を削り、同項を同条第６項とし、同条第１項の次に次の４項を加え

る。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が
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著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認め

るときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者と次項に規定する連携協力を行う者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保

育が提供される場合 小規模保育事業 A 型若しくは小規模保育事業 B 型又は事

業所内保育事業を行う者（同号において「小規模保育事業 A 型事業者等」とい

う。） 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して

小規模保育事業 A 型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に

規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）

であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（児

童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。） 

(2) 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項に規

定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号に規定す

る保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共

団体の補助を受けているもの 

第４３条第１項中「（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下

この条において同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、「（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場

合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する市が定める額とし、特定利用地域

型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市が定める額とする。）」

を削り、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

「（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に
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特定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用

地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育

に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）

を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育

に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の

額）」を削り、同条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。 

第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第４

３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

第４７条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認

定子ども」に改める。 

第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、

同項第２号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定

による特定地域型保育」に改め、同項第３号中「に規定する市」を「の規定による

市町村」に改め、同項第４号及び第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

める。 

第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育

事業所及び特定地域型保育」に、「第１４条第１項中「特定教育・保育に係る」を

「第１１条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。以下この節において同じ。）について」と、第１４条第１項中「」に、「に

規定する施設型給付費をいい、法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含

む」を「の施設型給付費をいう」に、「及び第１９条において同じ。）」」を「、

第１９条及び第３６条第３項」」に改め、「特定地域型保育（特別利用地域型保育

及び特定利用地域型保育を含む。第５０条において準用する次項及び第１９条にお

いて同じ。）に係る」を削り、「に規定する地域型保育給付費をいい、法第３０条

第１項に規定する特例地域型保育給付費を含む」を「の地域型保育給付費をいう」

に、「準用する第１９条において同じ。）」を「準用する第１９条」に、「及び第

１９条中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、同条」を「中「特

定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１９条」

に改める。 

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「家

庭的保育事業等基準条例に定める」を「法第４６条第１項に規定する地域型保育事

業の認可」に改め、同条第２項中「支給認定子ども及び」を「教育・保育給付認定
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子ども及び」に、「同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子

ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子どもを含む」を「教育・

保育給付認定子どもを含む」に、「利用定員の数」を「利用定員の総数」に改め、

同条第３項中「含むものとして、この章（第３９条第２項及び第４０条第２項を除

く。）の規定を適用する」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法

第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、

それぞれ含むものとして、前節（第４０条第２項を除き、前条において準用する第

８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条

まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を

適用する。この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条

第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とある

のは「同号又は同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあ

っては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に

掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校就学前子ども」

と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用

できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該

特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４

項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用

及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する

費用」と同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする」に改める。 

第５２条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「家

庭的保育事業等基準条例に定める」を「法第４６条第１項に規定する地域型保育事

業の認可」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に、「利用定員の数」を「利用定員の総数」に改め、同条第３項中「含むもの

として、この章の規定を適用する」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給
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付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合において、第

４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

に限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、「法第２９条第３項

第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の市が定める額」と、同

条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項

第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対

象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

もに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と

する」に改める。 

附則第２項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が」

とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「額とし」とあるのは「額をいい」

と、「定める額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額をいう。）」を「教

育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規

定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。

第１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に、

「（法第２７条第３項第１号に規定する額」とあるのは「（法附則第６条第３項の

規定により読み替えられた法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定

教育・保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に、

「市」を「市町村」に改める。 

附則第３項中「市」を「市町村」に改める。 

附則中第４項の前の見出し、同項及び第５項を削り、第６項を第４項とする。 

附則第７項中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育事

業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改め、同項を附則第５項とする。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議案第６３号 

 

 

さぬき市自然休養村条例の一部改正について 

 

 

さぬき市自然休養村条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市自然休養村条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市自然休養村条例（平成１４年さぬき市条例第１４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表中 

「 

みろく観鳥舎 さぬき市大川町富田中３５１９番地２ 

」を 

「 

みろくちびっこ広場 さぬき市大川町富田中３２３７番地１ 

みろく花木園 さぬき市大川町富田中３２３６番地２ 

」に 

改める。 

第３条第６号中「使用」を「利用」に改め、同条第７号を削り、同条第８号中

「使用」を「利用」に改め、同号を同条第７号とし、同条中第９号を第８号とし、

第１０号を第９号とする。 

第４条中「置く」を「置くことができる」に改める。 

第５条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第１項中「休養村施設を使用

しようとする者」を「別表（６の表を除く。）に掲げる休養村施設の施設設備を利

用しようとする者及び休養村施設において興行、集会その他規則で定める行為をし

ようとする者」に改め、同条第２項中「休養村施設の使用を許可」を「前項の許可

を」に、「使用の目的範囲」を「利用の目的範囲」に改める。 

第６条の前の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「使用を許可せず、又

は」を「利用を許可せず、若しくは」に、「あるいは制限し、若しくは使用を」を

「又は利用を制限し、若しくは」に改める。 

第７条中「使用させ、又は」を削る。 

第８条の見出し中「目的外使用」を「目的外の利用」に改め、同条中「に規定す

る使用」及び「（以下「使用者」という。）」を削り、「使用し、又は使用の」を

「利用し、又は利用の」に改める。 

第９条第１項中「使用者」を「休養村施設を利用する者（以下「利用者」とい

う。）」に、「使用する」を「利用する」に改め、同条第２項中「使用者」を「利

用者」に改める。 

第１０条中「使用者」を「利用者」に、「その使用区分に応じ、別表に定める使

用料」を「別表に掲げる休養村施設の施設設備に応じ、同表に掲げる額に消費税等

相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に

同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２
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６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗

じて得た額の合計額をいう。以下同じ。）を加えた額（その額に１０円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）を使用料として」に改める。 

第１１条中「公共的団体が施設を使用する場合」を「特に必要があると認めたと

き」に改める。 

第１６条を第２１条とし、同条の前に次の４条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１７条 市長は、次に掲げる休養村施設の管理に関する業務を、地方自治法第２

４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わ

せることができる。 

(1) 休養村施設の管理運営に関する業務 

(2) 休養村施設の利用調整に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前項の規定により休養村施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合

は、第５条、第６条及び第９条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１５

条及び前条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。 

３ 指定管理者が休養村施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して５年を超

えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。 

（指定管理者の指定の手続等） 

第１８条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理

者の指定の手続等に関する条例（平成１６年さぬき市条例第２０号）に定めると

ころによる。 

２ 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を

取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき

も、同様とする。 

（利用料金） 

第１９条 市長は、指定管理者に休養村施設の利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとす

る。この場合において、利用料金の額は、別表に掲げる休養村施設の施設設備に

応じ、同表に掲げる額に消費税等相当額を加えた額（その額に１０円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）を超えてはならない。 

３ 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するも

のとする。 

４ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除

することができる。 
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５ 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認

めたときは、この限りでない。 

（適用除外） 

第２０条 前条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、

第１０条から第１２条までの規定は、適用しない。 

第１５条中「使用者」を「利用者」に、「職員」を「市の職員」に、「使用中」

を「利用中」に改め、同条を第１６条とする。 

第１４条第１項中「使用に当たり、使用者」を「利用に当たり、利用者」に、

「市長及び関係職員は」を「市は、」に改め、同条第２項中「使用の不許可、使用

の取消し又は制限若しくは使用の」を「利用の不許可若しくは許可の取消し又は利

用の制限若しくは」に、「使用者」を「利用者」に、「市長及び所長」を「市」に

改め、同条を第１５条とする。 

第１３条中「使用者」を「利用者」に、「使用中」を「利用中」に改め、同条を

第１４条とする。 

第１２条中「使用者」を「利用者」に改め、「使用又は」を削り、同条を第１３

条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

（使用料の還付） 

第１２条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことのでき

ない事由により利用できない場合は、この限りでない。 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条、第１０条、第１９条関係） 

１ 自然休養村センターみろく荘  

施設設備 単位 金額 

研修室 

和室（１室） 

休憩 

３時間以内 
室料 ３，７００円 

冷暖房料 ３７０円 

３時間を超える 

１時間につき 

室料 ９２０円 

冷暖房料 １９０円 

宿泊 

１人１泊につき 

（１室５人以下） 

大人 ３，７００円 

小人 ２，３１０円 

幼児 １，１１０円 

１人１泊につき 

（１室６人以上） 

大人 ３，２４０円 

小人 ２，３１０円 

幼児 １，１１０円 

研修室  

和室（全室） 
休憩 ３時間以内 

室料 ６，４９０円 

冷暖房料 ７４０円 
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３時間を超える１

時間につき 

室料 ９２０円 

冷暖房料 ２８０円 

調理室 

３時間以内 
室料 １，８５０円 

冷暖房料 ３７０円 

３時間を超える１時間に

つき 

室料 ４６０円 

冷暖房料 １９０円 

シャワー室 １人１回につき ２８０円 

ロビー 
貸切

り 

３時間以内 ９２０円 

３時間を超える 

１時間につき 
４６０円 

壁面展示スペー

ス 

４時間以内 ４６０円 

４時間を超える１時間 

につき 
９５円 

 
備考 

１ 宿泊 

(1) 宿泊は、研修室和室１室（１５畳）につき９人までとする。 

(2) 「大人」とは、中学生以上の者をいい、「小人」とは、小学校に在

籍する児童及びこれに準じる者をいい、「幼児」とは、３歳以上の者

で就学前のものをいう。 

(3) ３歳未満の者の宿泊料金は、無料とする。 

(4) 宿泊料金には、飲食に係る料金は、含まない。 

(5) 次に掲げる日は、宿泊料金１人１泊につき、１，５００円以内の額

を加算することができる。 

 ア ４月２８日から５月５日までの日及び１２月３１日から翌年１月

３日までの日 

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条の

規定による休日の前日（当該前日が金曜日又は日曜日の場合に限

る。）及び土曜日 

 ウ ア及びイに掲げる日のほか、市長が適当と認める日（第１７条第

１項の規定により休養村施設の管理に関する業務を指定管理者に行

わせる場合においては、指定管理者が市長の承認を得て定める日） 

（6）宿泊者による調理室（冷暖房含む。）及びシャワー室の利用は、無

料とする。 

２ その他 

 (1) 研修室和室（１室）及び研修室和室（全室）の休憩の料金には、飲
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食に係る料金は、含まない。 

 (2) 規則で定める利用時間以外の時間に研修室和室（１室）又は研修室

和室（全室）を利用する場合の料金は、利用時間１時間につき、当該

室に係る３時間を超える利用の場合の料金に１００分の１５０を乗じ

て得た額とする。 

 (3) 壁面展示スペースの利用に係る料金算定の基準となる利用時間は、

規則で定める当該施設の利用時間内に利用していた時間のみを通算す

る。 
 

２ みろく球場 

施設設備 単位 金額 

野球場 

１時間以内 
市内 １，８５０円 

市外 ３，７００円 

１時間を超える３０分

間につき 

市内 ９２０円 

市外 １，８５０円 

照明設備 

１時間以内 
市内 ２，７８０円 

市外 ４，６３０円 

１時間を超える３０分

間につき 

市内 １，３９０円 

市外 ２，３１０円 

備考 「市内」とは、市内に居住し、通勤し、又は通学する者（以下「市内

居住者等」という。）が利用する場合をいい、「市外」とは、市内居住者

等以外の者が利用する場合をいう（９の表、１０の表及び１２表において

同じ。）。 

３ みろく管理棟 

施設設備 単位 金額 

管理棟 １時間につき ４６０円 

４ みろくステージ 

施設設備 単位 金額 

ステージ 

３時間以内 ２，７８０円 

３時間を超える１時間

につき 
９２０円 

照明設備 

３時間以内 ２８０円 

３時間を超える１時間

につき 
９５円 

備考 特別に電力を使用する場合は、実費を徴収する。 

５ 郷土文化保存伝習館 
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施設設備 単位 金額 

２階会議室 

３時間以内 １，８５０円 

３時間を超える１時間

につき 
７４０円 

６ みろくちびっこ広場 

施設設備 単位 金額 

電動遊具 １人１回につき 
２００円を上限として規則で定め

る額 

７ イベントドーム 

施設設備 単位 金額 

イベントドーム １時間につき ９２０円 

照明設備 １時間につき ９２０円 

８ みろくテニスコート 

施設設備 単位 金額 

テニスコート １コート１時間につき 

平日 ４６０円 

日曜日、土曜日及び祝日 ９２０

円 

照明設備 

１コート１時間以内 ９２０円 

１コート１時間を超え

る１時間につき 
４６０円 

備考 「祝日」とは、１２月２９日から翌年１月３日までの日及び国民の祝

日に関する法律第３条に規定する休日をいう。 

９ みろく球技場 

施設設備 単位 金額 

球技場 １時間につき 
市内 １，８５０円 

市外 ３，７００円 

１０ みろく野営場 

施設設備 単位 金額 

野営場 １人１回につき 
市内 １９０円 

市外 ２８０円 
 

バ ー ベ

キ ュ ー

台 

５人

用台 

１台１回５時間以内 １，３９０円 

１台１回５時間を超え

る１時間につき 
４６０円 

８人

用台 
１台１回５時間以内 １，８５０円 
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１台１回５時間を超え

る１時間につき 
９２０円 

   

かまど 

１台１回５時間以内 ２８０円 

１台１回５時間を超え

る１時間につき 
９５円 

備考 バーベキュー台及びかまどの料金には、野営場の料金が加算される。 

１１ みろくログハウス 

施設設備 単位 金額 

ログハウス 

１棟１泊４人まで ５，５６０円 

１棟１泊４人を超える

１人につき 
９２０円 

１２ みろく三ツ石荘 

施設設備 単位 金額 

三ツ石荘 

休憩 

３時間以内 ２，７８０円 

３時間を超える

１時間につき 
９２０円 

宿泊 

１泊につき２０

人まで 

市内 ４，６３０円 

市外 ６，４９０円 

１泊につき２０

人を超える１人

につき 

市内 １９０円 

市外 ２８０円 

１３ 全ての休養村施設共通 

施設設備 単位 金額 

全施設設備 

１から１２までの表に

定めのない特別な利用

方法に係る料金 

諸経費等を勘案して規則で定める

額 

キャンセル料金 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の第１７条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る

手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前

においても行うことができる。 
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議案第６４号 

 

 

さぬき市農林漁業体験実習館条例の一部改正について 

 

 

さぬき市農林漁業体験実習館条例の一部を別紙のとおり改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市農林漁業体験実習館条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市農林漁業体験実習館条例（平成１４年さぬき市条例第１５０号）の一部

を次のように改正する。 

第３条中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条第５号中「前各号」を「前３

号」に改め、同号を同条第４号とする。 

別表の２の表を次のように改める。 

２ 室利用料金（宿泊利用以外） 

区分 

 

施設名 

基本料金 超過料金 冷暖房料金 

単位 金額 単位 金額 基本料金単

位につき 

超過料金単

位につき 

研修室全室 ３時間以

内 

円

７，０００

３時間を

超え１時

間につき 

円

３，０００

円

１，０００

円

５００

研修室１室

（第１） 

３，０００ １，５００ ５００ ３００

研修室１室

（第２） 

４，０００ ２，０００ ５００ ３００

ふれあい室

（２１畳） 

４，０００ １，０００ １，０００ ５００

多目的室 ５，０００ ２，０００ １，０００ ５００

談話室（６

４畳） 

７，０００ ３，０００ １，０００ ５００

宿泊交流室

（１２畳） 

４，０００ １，０００ ５００ ３００

宿泊交流室

（８畳） 

３，０００ １，０００ ３００ ３００

注 

１ 規則で定める利用時間以外の時間にこの表に掲げる施設を利用（宿泊利用

を除く。）するときの利用料金は、利用時間１時間につき、当該施設の超過

料金に１００分の１５０を乗じて得た額とする。 

２ 利用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間として取り扱

うものとする。 

３ 室利用料金には、飲食に係る料金は、含まない。 

４ キャンセル料金及び施設の特別な利用方法に係る利用料金は、諸経費等を

勘案して規則で定める。 
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別表の３の表を次のように改める。 

３ 宿泊利用料金（１人１泊につき） 

施設名 区分 １室１人利用 １室２人利用 １室３人以上利用 

宿泊交流室 

 円 円 円

大人 ５，５００ ４，５００ ３，５００

小人 － ２，５００ ２，５００

幼児 － １，２００ １，２００

注 

１ この表において「大人」とは、中学生以上の者をいい、「小人」とは、小

学校に在籍する児童及びこれに準じる者をいい、「幼児」とは、３歳以上の

者で就学前のものをいう。 

２ ３歳未満の者の宿泊利用料金は、無料とする。 

３ 宿泊利用料金には、飲食に係る料金は、含まない。 

４ 宿泊利用者の入場料は、無料とする。 

５ キャンセル料金及び施設の特別な利用方法に係る利用料金は、諸経費等を

勘案して規則で定める。 

６ 次に掲げる日は、宿泊利用料金１人１泊につき、１，５００円以内の額を

加算することができる。 

(1) ４月２８日から５月５日までの日及び１２月３１日から翌年１月３日ま

での日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条の規定に

よる休日の前日（当該前日が金曜日又は日曜日の場合に限る。）及び土曜

日 

(3) 前２号に掲げる日のほか、指定管理者が市長の承認を得て定める日 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第６５号 

 

 

財産の減額譲渡について 

 

 

 次のとおり財産を減額譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月５日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 譲渡する財産の表示  別紙のとおり（旧津田東部保育所跡地） 

 

２ 譲渡価格       一金３５，０００，０００円 

 

３ 譲渡の相手方     所在地 さぬき市津田町鶴羽７７８番地３３ 

名 称 株式会社 木村海産 

  代表取締役 木村 明ひこ 
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譲渡する財産の表示 

 

土地 

所在地 地目 地籍（㎡） 

さぬき市津田町鶴羽字西代１４９０番１ 宅地 ４,１４２．５０ 

計 ４,１４２．５０ 

 

 

建物 

所在地 種別 延床面積（㎡） 

さぬき市津田町鶴羽字西代１４９０番１ 倉庫・事務所 ７５７．８８ 

さぬき市津田町鶴羽字西代１４９０番１ 倉庫 ２２７．８１ 

計 ９８５．６９ 

 

 


